
令和２年２月中に海難審判所で言い渡された裁決２８件が、ホームページに掲載されました ( 令和２年４月)

海難防止へのインフォメーション （公財）海難審判・船舶事故調査協会

区 分 地方海難審判所 （全国８箇所） ２８件 ４６隻

海難種類（件） 衝突１８、乗揚５、衝突（単）３、施設損傷１、浸水１、 計２８件

関係船舶（隻） 漁船１５、モーターボート１４、貨物船５、遊漁船４、旅客船２、引船２、交通船２、油送船及びヨット各１、 計４６隻

死傷等 （人 ） 死亡 ０、 負傷 １９

上記のうち、神戸、広島両地方海難審判所の裁決２件について、“概要版”を作成しました
公表された裁決書をもとに当協会の責任で編集しましたので、詳細は海難審判所ＨＰでご確認ください

① 姫路港で、旅客船が防波堤に衝突した事例
夜間、出航する際、小舵角の右舵が取られ、緩やかに右転しながら防波堤に向かっている状況に気付かなかった

② 香川県伊吹島沖で、交通船とモーターボートが衝突した事例
交通船が、無難に航過する態勢のモーターボートの前路に向けて針路を転じ、新たな衝突の危険を生じさせた

海難審判裁決書

https://www.mlit.go.jp/jmat/saiketsu/saiketsu_kako/R02nen/4kb/kbR0202/01kb035.pdf
https://www.mlit.go.jp/jmat/saiketsu/saiketsu_kako/R02nen/5hs/hsR0202/1hs043.pdf


旅客船Ａ（１９トン）防波堤衝突事件

【海難概要】 夜間、姫路港飾磨第1区において、旅客船A（19トン）が、旅客19人を乗せ

て出航する際、飾磨西防波堤の東部に衝突し、左舷船首部に凹損を生じ、

旅客9人が、肋骨骨折、打撲、頸椎捻挫等を負った

《 背景 》
・船長は、操舵室天井にある室内灯を点灯していたところ、濡れた角窓に室内灯が反射して、前方

が見えにくい状況だった

・船長は、飾磨西防波堤東端と飾磨東防波堤西端の中間付近に向かっていると思っていた

（公財）海難審判・船舶事故調査協会

（関連情報）
・ Ａ船は、姫路港飾磨区と兵庫県坊勢漁港間の、片道約３２分を要する定期航路に就航
していた
・操舵室前面にワイパー付き角窓３枚、レーダー及びＧＰＳプロッターを装備していた
・運航基準には、飾磨区を出港するときは、航路の右側を航行し、飾磨航路第１号灯浮
標を右にみて通過しなければならないと規定されていた
・本件時、天候は雨で、船長は、右手をワイパースイッチ付近に置き、左手で舵輪の左
側を握っていたところ、左手が僅に動き、小舵角の右舵がとられた

[受審人]                  《 懲戒 》

（Ａ船）船 長： 小型船舶操縦士 → ２箇月業務停止

《 原因 》

Ａ船 ： 船位の確認が不十分で、飾磨西防波堤に向かって進行した

船長は、レーダーで飾磨西防波堤東端との位置関係を把握するなど、船位の確認を十分
に行うことにより、緩やかに右転して同防波堤に向かっている状況に気付くべきであった

【発生日時】
平成３０年１２月２１日
１８時０７分
【発生場所】
兵庫県姫路港
飾磨第１区
【死傷者 】
旅客９人が負傷
【 損傷等 】
Ａ船 ：左舷船首部に

凹損
防波堤 ：コンクリート

部に擦過傷

神戸地方海難審判所裁決（令和２年２月言渡）

（夜間、出航する際、小舵角の右舵が取られ、緩やかに右転しながら防波堤に向かっている状況に気付かなかった）

海難防止への
インフォメーション

https://www.mlit.go.jp/jmat/saiketsu/saiketsu_kako/R02nen/4kb/kbR0202/01kb035.pdf
https://www.mlit.go.jp/jmat/saiketsu/saiketsu_kako/R02nen/4kb/kbR0202/01kb035hp.pdf


《 原因 》
Ａ船：見張り不十分で、無難に航過する態勢のＢ船の前路に向けて針路を転じ、

新たな衝突の危険を生じさせた （主因）
Ａ船船長は、見張りを十分に行っていなかったので、前方のＢ船を見落としていた

Ｂ船：見張り不十分で、避航を促す音響信号（汽笛を装備していない船舶が、警告信号に替えて行う信号）を行わず、衝突を避けるための措置をとらなかった （一因）
Ｂ船船長は、見張りを十分に行っていなかったので、左転して新たな衝突の危険のある態勢となったＡ船に気付かなかった

【海難概要】 夜間、香川県伊吹島北東方沖合において、西行中の交通
船Ａ（４.２トン）の船首部とﾓｰﾀｰﾎﾞｰﾄＢ（１.５トン）の左舷船首
部とが衝突した

《 背景 》
・Ａ船船長：レーダーが故障して専ら目視で見張りに当たっていたが、周囲に他船はいないと

思っていたので、十分な見張りを行っていなかった

・Ｂ船船長：同乗者との会話に気を取られ、十分な見張りを行っていなかった

（公財）海難審判・船舶事故調査協会

（航法の適用）

・衝突地点付近は海上交通安全法適用除外海域のため、海上衝突予防法が適用

・衝突の１分１６秒前（両船間距離６８０メートル）となったとき、Ａ船が、針路を左に転

じたことにより、無難に航過する態勢であったＢ船に対して新たな衝突の危険を生じ
させた

・海上衝突予防法の“定型的航法（横切り船の航法）”を適用するための時間的及び
距離的余裕がなかったので、同法の“船員の常務”を適用

[受審人] 《 懲戒 》

（Ａ船）船長： 小型船舶操縦士 → １箇月業務停止

（Ｂ船）船長： 小型船舶操縦士 → 戒告

広島地方海難審判所裁決（令和２年２月言渡）

交通船Ａ（４.２トン）モーターボートＢ（１.５トン）衝突事件

【発生日時】
平成３０年４月１３日
２０時４８分
【発生場所】
香川県伊吹島

北東方沖合
【死傷者 】
なし
【損傷等 】
Ａ船 ：船首部外板擦

過傷、推進器翼
曲損

Ｂ船 ：船首部圧壊

（交通船が、無難に航過する態勢のモーターボートの前路に向けて針路を転じ、新たな衝突の危険を生じさせた）

海難防止への
インフォメーション

https://www.mlit.go.jp/jmat/saiketsu/saiketsu_kako/R02nen/5hs/hsR0202/1hs043.pdf
https://www.mlit.go.jp/jmat/saiketsu/saiketsu_kako/R02nen/5hs/hsR0202/1hs043hp.pdf

